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今
成
守
雄
羽
生
市
長
が
、
五

月
一
日
午
前
一
時
五
十
五
分
、

肝
不
全
の
た
め
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
成
市
長
は
、
平
成
六
年
七

月
に
初
当
選
し
て
以
来
、
三
期

十
二
年
に
わ
た
り
市
政
を
担
い
、

羽
生
駅
舎
の
改
築
や
市
民
プ
ラ

ザ
の
開
設
な
ど
を
は
じ
め
、
厳

し
い
財
政
状
況
の
な
か
、
自

主
・
自
立
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
目
指
し
、
事
務
事
業
評
価

に
よ
る
見
直
し
や
補
助
金
の
見

直
し
、
給
与
削
減
な
ど
の
改
革

に
も
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。

　

そ
の
多
大
な
ご
功
績
を
讚
え

ま
す
と
と
も
に
、
謹
ん
で
ご
冥

福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　
　

羽
生
市
議
会
議
長

　
　
　
　
　
　

渡
辺　

勝
司

　

本
年
四
月
一
日
付
け
を
も
っ
て
、

河
田
晃
明
議
員
か
ら
議
長
あ
て
に

辞
職
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
四
月
十
二
日
付
け
を

も
っ
て
、
永
沼
正
人
議
員
か
ら
も

辞
職
願
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
地
方
自
治
法
第
百

二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ

れ
ぞ
れ
同
日
付
け
を
も
っ
て
、
議

長
が
辞
職
を
許
可
い
た
し
ま
し
た
。

　
審
議
案
件
と

そ
の
結
果　

  　
 
（
三
月
定
例
市
議
会
）

議
案
第
二
十
三
号　

羽
生
市
災
害

派
遣
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る

条
例

議
案
第
二
十
四
号　

羽
生
市
議
会

の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
二
十
五
号　

羽
生
市
一
般

職
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

議
案
第
二
十
六
号　

職
員
の
勤
務

時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
議
案
第
二
十
七
号　

羽
生
市
事
務

手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

議
案
第
二
十
八
号　

羽
生
市
体
育

館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
議
案
第
二
十
九
号　

羽
生
市
重
度

心
身
障
害
者
医
療
費
の
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

議
案
第
三
十
号　

羽
生
市
市
営
住

宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

議
案
第
三
十
一
号　

羽
生
市
都
市

公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

議
案
第
三
十
二
号　

市
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
三
号　

市
道
路
線
の

廃
止
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
八
号　

羽
生
市
介
護

保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

議
案
第
三
十
九
号　

羽
生
市
固
定

資
産
評
価
員
の
選
任
に
つ
き
同

意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議
案
第
四
十
号　

羽
生
市
固
定
資

産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
の
選

任
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
予
算

議
案
第
四
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
特
別

会
計
予
算

議
案
第
五
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
中
小
企
業
従
業
員
退
職
金

等
共
済
事
業
特
別
会
計
予
算

議
案
第
六
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
住
宅
資
金
貸
付
事
業
特
別

会
計
予
算

議
案
第
七
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
老
人
保
健
特
別
会
計
予
算

議
案
第
八
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

議
案
第
九
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
水
道
事
業
会
計
予
算

議
案
第
十
四
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
一
般
会
計
補
正
予
算
第

九
号

議
案
第
十
五
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
第
二
号

議
案
第
十
六
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
都
市
計
画
事
業
南
羽
生
土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
第
三
号

議
案
第
十
七
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
都
市
計
画
下
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
第
四
号

議
案
第
十
八
号　

平
成
十
七
年
度

羽
生
市
住
宅
資
金
貸
付
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
第
一
号

議
案
第
十
九
号　

羽
生
市
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例

議
案
第
二
十
号　

羽
生
市
長
等
及

び
羽
生
市
教
育
委
員
会
教
育
長

の
給
料
の
額
の
特
例
に
関
す
る

条
例

議
案
第
二
十
一
号　

羽
生
市
国
民

保
護
対
策
本
部
及
び
緊
急
対
処

事
態
対
策
本
部
条
例

議
案
第
二
十
二
号　

羽
生
市
国
民

保
護
協
議
会
条
例

▽
議
員
提
出
議
案

◎
二
月
二
十
八
日
承
認
・
原
案
可

決
・
同
意

議
案
第
十
号　

専
決
処
分
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
一
）

議
案
第
十
一
号　

専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
二
）

議
案
第
十
二
号　

専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
三
）

議
案
第
十
三
号　

専
決
処
分
の
承

認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

（
四
）

議
案
第
三
十
四
号　

埼
玉
県
市
町

村
職
員
退
職
手
当
組
合
の
規
約

変
更
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
五
号　

彩
の
国
さ
い

た
ま
人
づ
く
り
広
域
連
合
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の

減
少
の
協
議
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
六
号　

埼
玉
県
市
町

村
消
防
災
害
補
償
組
合
の
規
約

変
更
に
つ
い
て

議
案
第
三
十
七
号　

羽
生
市
監
査

委
員
選
任
に
関
す
る
同
意
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

◎
三
月
二
十
四
日　

原
案
可
決
・

同
意

議
案
第
一
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
一
般
会
計
予
算

議
案
第
二
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

予
算

議
案
第
三
号　

平
成
十
八
年
度
羽

生
都
市
計
画
事
業
南
羽
生
土
地

平
成
十
八
年

平
成
十
八
年　
第
一
回

第
一
回　

臨
時
市
議
会
開
か
れ
る

臨
時
市
議
会
開
か
れ
る

　

四
月
十
八
日
に
平
成
十
八
年
第

一
回
臨
時
市
議
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。

　

市
長
か
ら
税
法
改
正
に
伴
う
税

関
係
条
例
の
改
正
と
国
民
健
康
保

健
特
別
会
計
補
正
予
算
の
専
決
処

分
に
関
す
る
議
案
四
件
が
提
出
さ

れ
、
い
ず
れ
も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
羽
生
市
農
業
委
員
会
委

員
の
議
会
推
薦
が
行
わ
れ
、
次
の

四
名
の
方
が
推
薦
さ
れ
ま
し
た
。

　　
　

上
新
郷　
　

大
木　

正
則
氏

　
　

須　

影　
　

清
水　

一
雄
氏

　
　

中
岩
瀬　
　

入
江　

建
夫
氏

　
　

上
川
俣　
　

関
口　

貞
雄
氏

今
成
市
長
ご
逝
去
に

対
す
る
お
悔
や
み　

河
田
議
員

河
田
議
員
、、永永
沼
議
員

沼
議
員

　
　
　
　
　
　

が
辞
職

が
辞
職
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